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習志野市新型インフルエンザ等対策行動計画の全体像    

習志野市における新型インフルエンザ等対策の目的 

○市民の生命と健康を保護すること 

○市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小限となるようにすること 

 

【総 

論
】 

Ⅰ はじめに 対策の経緯等 

Ⅱ 新型インフルエンザ等 

  対策実施に関する基本 

  的な方針 

 

 

 

 

○新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 

○新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 

○新型インフルエンザ等対策実施上の留意点 

○新型インフルエンザ等発生時の被害と影響について 

○対策推進のための役割分担 

○行動計画の主要６項目 

○発生段階 

【
各 

論
】 

発
生
段
階
に
応
じ
た
市
・
市
民
・
関
係
団
体
・
事
業
者
等
の
取
組
み 

発 生 段 階 取 組 み 

＜未発生期＞ 

新型インフルエンザ等が 

発生していない状態 

市が行うこと（主要 6項目について） 

市民が行うこと 

関係団体・市民団体が行うこと 

事業者が行うこと 

医療関係団体・各医療機関等が行うこと 

＜海外発生期＞ 

海外で新型インフルエンザ

等が発生した状態 

市が行うこと（主要 6項目について） 

市民が行うこと 

関係団体・市民団体が行うこと 

事業者が行うこと 

医療関係団体・各医療機関等が行うこと 

＜国内発生期＞ 

（県内未発生期～県内発生早期） 

国内で新型インフルエンザ等

が発生しているがすべての患

者の接触歴が追える状態 

市が行うこと（主要 6項目について） 

市民が行うこと 

関係団体・市民団体が行うこと 

事業者が行うこと 

医療関係団体・各医療機関等が行うこと 

＜国内感染期＞ 

（県内未発生期～県内感染期） 

新型インフルエンザ等の接触

歴が疫学調査で追えなくなっ

た状態 

市が行うこと（主要 6項目について） 

市民が行うこと 

関係団体・市民団体が行うこと 

事業者が行うこと 

医療関係団体・各医療機関等が行うこと 

＜小康期＞ 

新型インフルエンザ等の患

者の発生が減少し、低い水

準でとどまっている状態 

市が行うこと（主要 6項目について） 

市民が行うこと 

関係団体・市民団体が行うこと 

事業者が行うこと 

医療関係団体・各医療機関等が行うこと 

 


